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【概要】
●下図２種類の補助対象事業のうち１の事業を税込１０万円以上
 必ず実施することが条件です。なお、エアコン設置のみ実施す
 る等、事業効果に乏しい場合は選定されないことがあります。
●消耗品は補助対象外です。
●⼀度の申請で複数箇所を改修してもOKです。
●過去に補助を受けた⾃治会・共⽤部は補助対象外です。
●ご不明な点は県HPをご覧ください。

【主な流れ】
①指定管理者まで申請書を提出する（11/28〆）※注意※
②県の審査で問題なければ、交付決定通知が送られてくる
③事業実施（⼯事発注・購⼊はこのタイミングで）
④実績報告書を作成し、指定管理者へ提出する（3/31〆）
⑤実績確定・請求・補助⾦交付

兵庫県まちづくり部公営住宅管理課 (078-230-8461)窓⼝：

※予算の上限に達した場合※
※申請の受付を終了します※
※予算の上限に達した場合※
※申請の受付を終了します※
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